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令和５ 宅建特訓講義 1回

特訓問題 制限行為能力者・意思表示・代理

令和7 宅建直前対策問題 ４回

連帯債務・保証債務・債権譲渡
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要点講義

連帯債務

連帯債務者の意義 Ｐ２８５

Ｂ

３００円万

Ａ Ｃ

３００万円

９００万円

Ｄ

３００万円

独立した債務

独立した債務

独立した債務
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Ａの立場は？ Ｐ２８５

Ｂ

３００万円

Ａ Ｃ

３００万円

900万 Ｄ

３００万円

Ａの立場は？ Ｐ２８５

Ｂ

３００万円

Ａ Ｃ

３００万円

900万 Ｄ

３００万円



2025/8/3

4

連帯債務のポイント Ｐ２８８

☆債権者は、

連帯債務者の内の一人に対して

全額の請求ができる。

☆連帯債務者の内一人が全額弁済

他の連帯債務者も債務を免れる。

☆弁済した連帯債務者の一人は、

他の連帯債務者に互いに決めた負担部分の割合で請求出来る。

絶対的効力 Ｐ２８７

Ｂ

９００万円

Ａ Ｃ

９００万円

Ｄ

９００万円
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絶対的効力 Ｐ２８７

連帯債務

連帯債務 内 容
意 義 数人の債務者が独立して債務全額の給付義務を負い、一人が全

額を弁済をすれば、他の債務者の債務も全て消滅する関係
性 質 債権者は、連帯債務者の１人または全員に対し、同時または順

次に債務全額を請求できる
絶対的効力 債務全額についての絶対的効力⇒混同、相殺、更改

負担部分についての絶対的効力⇒相殺(履行拒絶)
相対的効力 期限の猶予、債務の承認 履行の請求、免除、取消
負担部分と

求償
負担部分は、特約等がない限り相等しい。また、債務を消滅さ
せた者は、各自の負担部分の割合に応じて、他の連帯債務者に
求償できる
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連帯債務

[絶対的効力]

こん・かい(は)・そうさいします。[混同][更改][相殺]

[相対的効力]

❶期間の猶予 ❷ 請求・時効の完成の猶予・更新・債務免除 ❸ 債務の承認

❹ 取消 時効利益の放棄

相殺 P２８９
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相殺の事例

100

100

100

A

B

C

D

300万円

300万円

300万円
200万円

❶Cが200万円の反対債権で相
殺すると、ABCの連帯債務は各
100万円となる

❷Cが相殺しない場合は、ABは
Cの負担部分の限度(100万円)で
債務の履行を拒むことができる。

300万円

混 同 Ｐ２９０

Ｂ

９００万円

Ａ Ｃ

９００万円

９００万円

Ｄ

負担部分
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更改 Ｐ２９１

相対的効力 Ｐ２９２

〇承認

〇無効、取消

〇期間猶予

〇履行の請求(時効完成の更新・猶予)

〇免除
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時効の更新/承認 Ｐ２９２

Ｂ ３００万円

Ａ Ｃ ３００万円

９００万円

Ｄ ３００万円

請 求 Ｐ２９３

Ｂ ３００万円

Ａ Ｃ ３００万円

９００万円

Ｄ ３００万円



2025/8/3

10

時効の完成 Ｐ２９３

Ｂ

消滅時効

金銭消費貸借

Ａ Ｃ

９００万円

Ｄ

求償権 Ｐ２９４
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要点講義

保証債務

保証契約の用語 Ｐ２９３

１億円

Ａ 金銭消費貸借契約 Ｂ

保証契約

Ｃ

保証人
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保証契約は誰との契約 Ｐ２９４

１億円

Ａ 金銭消費貸借契約 Ｂ

保証委託契約

保証契約

Ｃ

保証人

別個の契約

保証債務の成立

保証債務 ⇒

債権者と保証人との契約は、書面でしなければ効力を生じない
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情報の提供(1) Ｐ２９５

主たる債務者から保証委託を受けた場合

保証人 請求 債権者は

情報の提供義務

債務者の履行状況
❶元本
❷利息
❸遅延賠償金
❹違約金
❺債務不履行の有無
❻残額

主たる債務者

『期限の利益を喪失』

債権者

通知(知った時から2カ月以内)

保証人

通知義務 Ｐ２９５
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保証債務の範囲 Ｐ２９５

貸し主 借り主

Ａ 金銭消費貸借契約 Ｂ

主たる債務

保証人Ｃ
保証債務

附従性 Ｐ２９６

貸し主 借り主

Ａ 金銭消費貸借契約 Ｂ

主たる債務

保証人Ｃ

保証債務
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付従性 Ｐ２９６

逆流はダメ Ｐ２９８

請 求

Ａ 金銭消費貸借 Ｂ 主たる債務

承 認

請 求

Ｃ

保証債務
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付従性の例外 Ｐ２９９

相 殺 Ｐ２９９

100万円

Ａ 金銭消費貸借 Ｂ

債権者 主たる債務者

Ｃ

保証人
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随伴性 Ｐ300

Ａ 金銭消費貸借 Ｂ

債権者 主たる債務者

譲 渡

Ｃ

保証人

保証債務の成立

内 容
独立性 保証人は、自己の保証債務についてのみ、違約金等を定めることができる

付従性

❶主たる債務がなければ保証債務は成立せず。主たる債務が消滅すれば保証債
務も消滅する。

❷保証債務は、主たる債務が減額されば保証債務も軽くなる。しかし、重くな
れば、付従しない。
❸主たる債務者について生じた事由は、保証人にもその効力が及ぶ(注1)
❹保証人は、主たる債務者が有する抗弁を対抗できる(注2)

随伴性 主たる債務者に対する債権が移転すれば保証債務も移転する

補充性 催告の抗弁権、検索の抗弁権を有する

(注1) 保証人について生じた事由は、弁済その他債務消滅事由を除き、主た
る債務者にその効力を及ばさない。

(注2) 逆に、主たる債務者は、保証人が有する抗弁を理由に対抗できない。
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普通保証と連帯保証

内 容 普通保証 連帯保証
催告・検索の抗弁権・分別の利益 ある なし

主たる債務の契約の解除 Ｐ３０３

100万円

Ａ 金銭消費貸借 Ｂ

債権者 主たる債務者

解除

Ｃ

保証人
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保証人の資格 Ｐ３０４

Ａ Ｂ

債権者 主たる債務者

保証委託契約

保証契約

Ｃ

保証人の資格 Ｐ３０４
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保証人の変更 Ｐ３０５

保証人の条件

保証人を立てる
義務がある場合

変更の条件

変更の請求がで
きるか？

債権者が指名を
しなかった場合。

①弁済

②行為能力

①弁済の資力を

失った場合のみ。

債権者が指名を
した場合。

無条件 出来ない。

分別の利益 Ｐ３０５

Ｂ債務者

１００万円

請求

Ａ債権者 Ｃ保証人

５０万円

請求

Ｄ保証人
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分別の利益 Ｐ３０５

Ｂ債務者(破産)

１００万円

請求 求償100万円

Ａ債権者 Ｃ保証人

100万円

求償

Ｄ保証人

５０万円

注意
保証人が、主たる債務者Bに予め通知を
しないで弁済をしたときは、求償権が制

限される事があります

連帯保証人

学習ポイント

一般の保証人より厳しい

① 分別利益なし

② 検索の抗弁権なし

③ 催告の抗弁権なし
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連帯保証人 Ｐ３０６

Ｂ 主たる債務者

１００万円

１００万円

１００万円

Ａ Ｃ 連帯保証人

債権者 １００万円

５０万円

１００万円
Ｄ 連帯保証人

分別の利益なし Ｐ３０６
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絶対的効力 Ｐ３０７

『混同』『更改』『相殺』『履行』

請 求 Ｐ３０７

１００万円

Ａ 金銭消費貸借 Ｂ

請 求

債権者 債務者

請 求

Ｃ

連帯保証人

保証人
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連帯保証と保証の違い Ｐ３０７

要点講義

債権譲渡
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Ｐ２１０ 債権譲渡

1000万
債権者Ａ Ｂ債務者

貸し金債権

譲渡

Ｃ
第三者

自由に出来る

同意不要

将来発生する債権でも債権譲渡はできる

１．債権譲渡 

（１）債権は自由に譲渡できるのか？ 

①債権は原則として自由に譲渡できる。 

 

②この場合、自由にできるとは債務者の同意は不要と言う意味である。 

注意 債権が譲渡された時点でまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合で

もその取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定できるのであれば、有効に債

権譲渡できます。  

Ｐ２１０ テキスト
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Ｐ２１０ 債権譲渡が制限されている場合

(譲渡人)

A債権者 債権譲渡の禁止 B債務者

債権譲渡

C第三者

(譲受人)

債権譲渡まとめ

❶ 債権は、譲渡人と譲受人との契約で自由に譲渡できる。
❷ 譲渡制限(債権譲渡の禁止)の意思表示をしたときであっても、

その効力は妨げられない(有効)
❸ 但し、債権譲渡制限の意思表示について

悪意又は重過失の第三者に対しては、債務者は債務の履行を
拒むことができる。
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Ｐ１２１ 対抗要件

通知
１０００万円 代金請求権

承 諾

Ａ 売買契約 Ｂ

譲 渡

Ｃ

ポイント
❶通知
A⇒B
❷承諾
B⇒A・C
❸通知
口頭可

債権譲渡の対抗要件

債務者への対抗要件 通知⇒ 譲渡人から債務者への通知 ※1
承諾⇒ 債務者から譲渡人または譲受人に対する承諾

債務者以外の第三者
への対抗要件

通知または承諾を確定日付ある証書でおこなう。

譲受人からの通知は認められない
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Ｐ２１３ 債権の二重譲渡

Ａ 貸金債権 Ｂ

３／１ ３／１０
確定日付

Ｃ Ｄ

1000万

二重譲渡された場合の処理

内 容 効 果
❶双方が確定日付なし 双方とも優先権なし
❷一方のみ確定日付あり 確定日付を備えた方が優先する
❸双方が確定日付あり 先に債務者に到達した方が優先する※1
❹確定日付ありが同時到達 双方とも債務者に請求できる※2

※1 日付の先後は関係ない

※2 債務者はいずれか一方に弁済すれば足りる。
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債務者の抗弁権 Ｐ２１５

❸通知・承諾までに

債権者 債務者

A 弁済①② B

譲 渡②①

C

譲渡人の通知・債務者の承諾の前に譲渡人Aに対して生じた事由があった場合

抗弁で
きる

抗弁権の事例 テキストＰ２１５
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抗弁権と相殺

１００万円代金債権

Ａ Ｂ
１００万円貸金債権

抗 弁
譲 渡

Ｃ ①通知前の事由

②承諾前の事由

抗弁で
きる

債権譲渡の通知・承諾後に反対債権を取得した場合

主張で
きない

相 殺 P２１５
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お疲れ様でした!!

◎宿題問題５を配布しますので、
次の講義までに予習をお願いします。

◎テキストを再読した上、復習も行ってくださ
い。

お疲れ様です


